
制度名称 問合せ先・制度窓口

ハローワーク尾道

℡：０８４８ー２３－８６０９

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金

給付金コールセンター

℡：０１２０－２２１－２７６

ハローワーク尾道

℡：０８４８ー２３－８６０９

専門家による補助金等の

申請サポート受けたい

社会保険労務士または行政書士に

委託した場合、支払った費用の一

部を補助

雇用

を増

やし

たい

IT導入補助金

低感染リスク型ビジネス枠

(特別枠C・D型)

ＩＴ導入支援事業者が提供する非対面型ITツールの導入費用の補助

補助金額：30万円以上450万円以内（D型150万円）補助率2/3以内

業務の非対面化(テレワーク・遠

隔サービスの導入等)を行いたい

コロナの影響に

よる離職者を雇

いたい

事業者向け補助金等申請サポート補

助金

ハローワーク尾道

℡：０８４８ー２３－８６０９

広島県建設産業課入札制度グループ

℡：０８２－５１３－３８２１

尾道市　産業部商工課

℡：０８４８－３８－９１８３

機器等導入助成金：導入後1回以上対象労働者全員がテレワークを実施

助成額：最大100万円（助成率3/10）

目標達成助成金：実施1年後離職率が低下し離職率が30％以下

助成額：最大100万円（助成率2/10）

補助額：上限10万円（1事業者1回限り）

補助率：10/10

広島労働局 雇用環境・均等室

℡：０８２－２２１－９２４７

コロナの影響に

より従業員を休

業・休職させた

い

他の会社へ出向させる

雇用に関する支援・補助制度（新型コロナウイルス感染症関係）令和3年10月1日現在※制度内容についてはHP等で最新の情報をご確認ください

休業手当を支払い休業させる
雇用調整助成金（新型コロナウイル

ス感染症の影響に伴う特例）

休業手当を給付した企業に支給※条件：雇用保険加入

【特例措置】助成額：上限13,500～15,000円/日助成率：9～10/10(大企業3/4～10/10)

　※特例措置の期間は11月30日まで延長になりました

雇用

を維

持し

たい

臨時休校等をした小学校等にかよ

う子供の世話を行う従業員に対し

有給の休暇を取得させる

両立支援等助成金 育児休業等支援

コース 「新型コロナウイルス感染症

対応特例」

小学校等が臨時休業した子供の世話を行う従業員に対し有給休暇を取得させた事業者に支

給（対象となる有給休暇の制度化、テレワーク等両立支援の実施が必要）

助成額：1人あたり5万円（上限50万円）

制度内容（要約）目的・対象

在宅勤務を導入

したい

人材確保等支援助成金

（テレワークコース）

休業手当を支払わず休業させる

IT導入支援事業 コールセンター

℡：０５７０ー６６６ー４２４

IP：０４２－３０３－９７４９

新型コロナウイルス感染症対策休業

支援金・給付金

休業手当を受給していない従業員に支給※条件：企業が雇用保険又は労災保険に加入

助成額：上限9,900～11,000円/日　助成率：8/10　※パート・アルバイトも支給対象

【問合せ先】因島商工会議所・因島中小企業相談所　℡：０８４５－２２－２２１１

離職期間が３か月を超え、就労経

験のない職業に就く求職者

建設事業者用：６か月以内に県内

の建設事業者に雇用（事業主含

む）さてれいない者

新型コロナウイルス感染症対応トラ

イアル助成金

3か月間のトライアル雇用（有期雇用契約期間）に対して

常用雇用希望者（週30時間以上）：最大4万円/月（最長3か月）

常用雇用希望者（週20～30時間）：最大2.5万円/月（最長3か月）

支給額：20万円/月、3か月毎2期分、1事業者10人まで

（1人あたり最大120万円）

新型コロナウイルス感染症対策建設

労働者雇用促進助成金

介護のための有給休暇制度を設け

る

両立支援等助成金 介護離職防止支援

コース 「新型コロナウイルス感染症

対応特例」

感染症対応として利用できる介護有給休暇制度を設け、5日以上の有給休暇を取得させた場

合に事業所に支給

支給額：5日以上10日未満20万円　10日以上35万円（5人まで）

機器の導入、就業規則等の変更、

専門家の指導、従業員の研修等に

取り組む

産業雇用安定助成金
出向期間中の賃金及び諸経費の一部を助成

助成額：最大12,000円/日（出向元・先の合計/1人当たり）初期経費：最大15万円/人

有給制度を導

入・活用したい



制度名称

　

宿泊事業者向け感染拡大防止対策補助金事務局

℡：０８２－５１２－１４０３

問合せ先・制度窓口

頑張る中小事業者月次支援金センター

℡：０８２－２４８－６８５３

申請相談窓口

℡：０１２０－２１１－２４０

IP：０３－６６２９－０４７９

広島県協力支援金センター

℡：０８２－２４８－６８５１

制度全般に関するコールセンター

℡：０５７０－０１２－０８８

IP：０３－４２１６－４０８０

令和3年度ものづくり・商業・

サービス高度連携促進補助金事務局

℡：０３－８８８０－４０５３

IT導入支援事業 コールセンター

℡：０５７０ー６６６ー４２４

IP：０４２－３０３－９７４９

尾道市商工課商工振興係

℡：０８４８ー３８ー９１８２

補助金事務局

℡：０３－６７４７－４６０２

持続化補助金低感染リスク型

コールセンター

℡：０３－６７３１－９３２５

IT導入支援事業 コールセンター

℡：０５７０ー６６６ー４２４

IP：０４２－３０３－９７４９

尾道市商工課商政係

℡：０８４８ー３８ー９１８３

ITツールの導入により効率化を行

いたい

先端設備の導入（効率化のための

設備の更新）を行いたい

感染防止のための改修を行いたい

宿泊事業者向けの補助金を活用し

たい

酒類販売事業への追加

支援策

新分野展開、業態転換、業種転換

等事業の再構築に取り組みたい

販路拡大と生産性向上に取り組み

たい

小規模事業者持続化補助金

〈低感染リスク型ビジネス枠〉

接触機会を減らす新たなサービスや機器・生産プロセスの導入を行う小規模事業者を支援

【補助額】上限100万円　【補助率】3/4

宿泊事業者向け感染拡大防止対策等支

援事業補助金

業務の非対面化（テレワーク・遠

隔サービスの導入等）を行いたい

感染防止対策や新たな観光需要を創出する前向きな投資を支援

【補助額】7.5万～750万円【補助率】申請前経費1/2、申請後経費3/4

感染防止のために、市内の施工業者に依頼して店舗等の施設整備を実施する事業者へ、改

修費用の一部を補助（※新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店の取得が必要）

【補助額】10万～50万円【補助率】2/3

IT導入補助金 低感染リスク型ビジネス

枠（特別枠C・D型）

ＩＴ導入支援事業者が提供する非対面型ITツールの導入費用の補助

補助金額：30万円以上450万円以内（D型150万円）補助率2/3以内

ものづくり・商業・サービス生産性向

上促進補助金

事業再構築補助金

小規模事業者持続化補助金
小規模事業者等が経営計画を作成し、その計画に沿った販路開拓等を補助

【補助上限】５０万円　【補助率】2/3

IT導入補助金

事業に関する支援・補助制度（新型コロナウイルス感染症関係）令和3年10月1日現在※制度内容についてはHP等で最新の情報をご確認ください

目的・対象 制度内容（要約）

中小事業者

※感染拡大防止協

力金対象事業者は

協力金給付対象月

を除く

酒類販売事業者対象頑張る中小事業者

月次支援金※頑張る中小事業者月次支援金受給

済みの事業者でも差額が発生する場合は申請可能

〇5月～10月　【条件】売上減少70％以上【給付】法人40万円、個人20万円/月最大

〇8～10月【条件】前月と連続で15％以上減少【給付】法人20万円、個人10万円/月最大

〇8～10月　　【条件】売上減少90％以上【給付】法人60万円、個人30万円/月最大

前年、前々年の同月と比較して

３０％以上売上が減少している

前年、前々年の同月と比較して

５０％以上売上が減少している

頑張る中小事業者月次支援金

月次支援金
飲食店の休業・時短営業や外出自粛等の影響を受けた中小企業の売上減少幅に対して中小

法人で最大２０万円/月、個人事業者で最大１０万円/月の支援を受けられます

売上減

少に対

する支

援を受

けたい

飲食店の休業・時短営業や外出自粛等の影響を受けた中小企業の売上減少幅に対して中小

法人で最大２０万円/月、個人事業者で最大１０万円/月の支援を受けられます

飲食業等対象

【問合せ先】因島商工会議所・因島中小企業相談所　℡：０８４５－２２－２２１１

感染症対策を

行いたい

令和３年度第４期・5期

広島県感染拡大防止協力金

【第4期】8月4日～8月19日、8月20日～8月26日、8月27日～9月12日まで各期間

【第5期】9月13日～9月30日までの期間

尾道市感染防止対策支援事業補助金

【中小企業】・通常枠：補助額100万～8,000万円（補助率1/2～2/3）

　　　　　　・卒業枠：補助額6,000万～1億円（補助率2/3）中堅・大企業を目指す

【中堅企業】・通常枠：補助額100万円～8,000万円（補助率1/3～2/3）

・グローバルV字回復枠：補助額8,000万円～1億円（補助率1/2）

生産性向上促進補助金

広島県の要請を受け休業又は時短

営業で協力している

革新的サービス開発、試作品開

発、生産プロセスの改善を行いた

い売上アップ・

生産性向上に

取り組みたい

補助金

を活用

したい

感染防止対策と事業継続のための投

資を行いたい

コロナの影響で売り上げが減少した市内の中小企業者が先端設備を導入する経費を補助

【補助額】上限100万円　【補助率】1/2

ＩＴ導入支援事業者が提供するITツール（ソフトウェア費、導入関連費）の導入を支援

【補助額】30万円～450万円【補助率】1/2以内

中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの

改善を行うための設備投資等を支援

【一般型】 上限１，０００万円　【グローバル展開型】上限 ３，０００万円

　　　　　 補 助 率 ： １／２、 小規模企業者・小規模事業者 ２／３


